
8. 補修優先順位の考え方 

 

 維持管理計画策定の基本方針  ---------------------------------------------------- 

・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、 

交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。 

・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 維持管理区分判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補修補強の優先順位付け  --------------------------------------------------------- 

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを 

各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。 

図 3 優先順位の考え方 

  



 橋梁個別施設計画の見直し条件  

 

① 橋梁定期点検について 

今後 10 年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を 5年毎の周期で実施するもの 

とし、実施年を以下のように設定する。 

2 巡目：2021 年（令和 3年）～2023 年（令和 5年） 

3 巡目：2024 年（令和 6年）～2028 年（令和 10年） 

4 巡目：2029 年（令和 11年）～2031 年（令和 13年） 

 

② 健全度把握について 

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。 

 

③ 修繕計画の立案について 

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。 

また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。 

 

④ 対策実施について 

管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設計画に基づいて、順次修繕を実施する。 

 

⑤ 記録の保存について 

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存 

する。 

 

 

図 4 橋梁管理の流れ 




